
 

 

 

  

☆名木は、次の６つに分類してあります 

          ①古くからある木（明治時代からある木） 

        ②大きな木（胸の高さで太さが３ｍ以上の木） 

        ③いわれのある木（文献や言い伝えがある木） 

        ④めずらしい木（市内では希少な木、独特の形をしている木） 

        ⑤地域のシンボルとなっている木 

（学校や公園、街の中にあって目印となる木） 

        ⑥姿や形がきれいな木（きれいな花やみごとな実をつける木、 

新緑や紅葉がすばらしい木、香りがよい木） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年９月改訂           

問合せ先：習志野市環境部公園緑地課 
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